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北九州市市税条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

令和６年６月２４日 

北九州市長 武 内 和 久 

北九州市条例第２４号 

北九州市市税条例の一部を改正する条例 

 北九州市市税条例（昭和３８年北九州市条例第８５号）の一部を次のように

改正する。 

第４４条各号列記以外の部分中「第６４条第４項」を「第１５２条第５項」

に改める。 

第７７条の５第１項及び第５項並びに第７７条の９第１項中「第３４号の２

の５様式」の次に「又は第３４号の２の５の２様式」を加える。 

付則第９条の２中第１９項を第２１項とし、第１６項から第１８項までを２

項ずつ繰り下げ、第１５項を第１６項とし、同項の次に次の１項を加える。 

１７ 法附則第１５条第３８項に規定する条例で定める割合は、２分の１とす

る。 

付則第９条の２中第１４項を第１５項とし、第１１項から第１３項までを１

項ずつ繰り下げ、第１０項の次に次の１項を加える。 

１１ 法附則第１５条第２５項第２号に規定する条例で定める割合は、７分の

６とする。 

付則第１５条の５第１項及び第２項中「令和６年３月３１日」を「令和８年

３月３１日」に改める。 

付則第１５条の７第１項各号列記以外の部分中「令和９年３月３１日」を「

令和１１年３月３１日」に改め、同項第３号中「２，５００万円」を「３，５

００万円」に改める。 

付則第２７条第３項第２号中「附則第１５条の８第３項又は第５項」を「附

則第１５条の８第１項又は第３項」に改める。 

  付 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第４４条各号列記以外

の部分の改正規定は、令和７年４月１日から施行する。 

 （固定資産税に関する経過措置） 

第２条 令和２年４月１日から令和６年３月３１日までの間に新たに取得され

た地方税法等の一部を改正する法律（令和６年法律第４号）第１条の規定に

よる改正前の地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「旧法」という。

）附則第１５条第２５項に規定する特定再生可能エネルギー発電設備に対し
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て課する固定資産税については、なお従前の例による。 

２ 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律（令和２年法律第４３号）の

施行の日から令和６年３月３１日までの間に整備された旧法附則第１５条第

３９項に規定する滞在快適性等向上施設等の用に供する固定資産に対して課

する固定資産税については、なお従前の例による。 

３ この条例による改正後の北九州市市税条例（以下「新条例」という。）付

則第１５条の５第１項及び第２項の規定は、当該各項に規定する要件に該当

する家屋及び構築物並びにこれらの敷地である土地が令和６年４月１日から

この条例の施行の日までの間に取得された場合についても適用する。 

４ 新条例付則第１５条の７第１項第３号の規定は、令和６年４月１日以後に

取得された家屋及び構築物について適用し、同日前に取得された家屋及び構

築物については、なお従前の例による。 

（都市計画税に関する経過措置） 

第３条 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日から令和６年

３月３１日までの間に整備された旧法附則第１５条第３９項に規定する滞在

快適性等向上施設等の用に供する固定資産に対して課する都市計画税につい

ては、なお従前の例による。 
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北九州市社会福祉施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を

ここに公布する。   
令和６年６月２４日 

                    北九州市長 武 内 和 久   
北九州市条例第２５号 

北九州市社会福祉施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正   

する条例 
北九州市社会福祉施設の設置及び管理に関する条例（昭和４７年北九州市条

例第４号）の一部を次のように改正する。 
別表第１の保育所の項中 

「 
                        を 
                       」 
「 
                     に                    
                    」 
改める。 
   付 則 
 この条例は、規則で定める日から施行する。 

〃    八幡西区北鷹見町１２番２４号  

〃   八幡西区堀川町８番７号  
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 北九州市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例及び北九州市家庭

的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例をここ

に公布する。 
  令和６年６月２４日 
                    北九州市長 武 内 和 久 
北九州市条例第２６号 

北九州市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例及び北 
九州市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一 
部を改正する条例 

 （北九州市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部改正） 
第１条 北九州市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例（平成２４

年北九州市条例第６４号）の一部を次のように改正する。 
第４８条第２項中「２０人」を「１５人」に、「３０人」を「２５人」に

改める。 
 （北九州市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部改正 
 ） 
第２条 北九州市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例（平成

２６年北九州市条例第５３号）の一部を次のように改正する。 
第３０条第２項第４号中「２０人」を「１５人」に改め、同項第５号中「

３０人」を「２５人」に改める。 
第３２条第２項第４号中「２０人」を「１５人」に改め、同項第５号中「

３０人」を「２５人」に改める。 
第４５条第２項第４号中「２０人」を「１５人」に改め、同項第５号中「

３０人」を「２５人」に改める。 
第４８条第２項第４号中「２０人」を「１５人」に改め、同項第５号中「

３０人」を「２５人」に改める。 
   付 則 
 （施行期日） 
１ この条例は、公布の日から施行する。 
 （経過措置） 
２ 第１条の規定による改正後の北九州市児童福祉施設の設備及び運営の基準

に関する条例第４８条第２項の規定並びに第２条の規定による改正後の北九

州市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例第３０条第２項、

第３２条第２項、第４５条第２項及び第４８条第２項の規定を適用した場合

において、保育の提供に支障を及ぼすおそれがあるときは、当分の間、改正
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後のこれらの規定は、適用しない。この場合において、第１条の規定による

改正前の北九州市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例第４８条

第２項の規定並びに第２条の規定による改正前の北九州市家庭的保育事業等

の設備及び運営の基準に関する条例第３０条第２項、第３２条第２項、第４

５条第２項及び第４８条第２項の規定は、この条例の施行の日以後も、なお

その効力を有する。 
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 北九州市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準

に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 
  令和６年６月２４日 
                    北九州市長 武 内 和 久 
北九州市条例第２７号 
   北九州市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び 

運営の基準に関する条例の一部を改正する条例 
北九州市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準

に関する条例（平成２６年北九州市条例第５０号）の一部を次のように改正す

る。 
第７条第３項の表の（１）の項中「３０人」を「２５人」に改め、同表の（

２）の項中「２０人」を「１５人」に改める。 
   付 則 
 （施行期日） 
１ この条例は、公布の日から施行する。 
 （経過措置） 
２ 改正後の第７条第３項の規定を適用した場合において、教育及び保育の提

供に支障を及ぼすおそれがあるときは、当分の間、改正後の同項の規定は、

適用しない。この場合において、改正前の同項の規定は、この条例の施行の

日以後も、なおその効力を有する。 
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 北九州市認定こども園の認定要件に関する条例の一部を改正する条例をここ

に公布する。 
  令和６年６月２４日 
                    北九州市長 武 内 和 久 
北九州市条例第２８号 
   北九州市認定こども園の認定要件に関する条例の一部を改正する 

条例 
北九州市認定こども園の認定要件に関する条例（平成２６年北九州市条例第

６３号）の一部を次のように改正する。 
第５条第１項中「２０人」を「１５人」に、「３０人」を「２５人」に改め

る。 
第８条第１項中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。 

   付 則 
 （施行期日） 
１ この条例は、公布の日から施行する。 
 （経過措置） 
２ 改正後の第５条第１項の規定を適用した場合において、教育及び保育の提

供に支障を及ぼすおそれがあるときは、当分の間、改正後の同項の規定は、

適用しない。この場合において、改正前の同項の規定は、この条例の施行の

日以後も、なおその効力を有する。 
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北九州市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正

する条例をここに公布する。 

令和６年６月２４日 

                    北九州市長 武 内 和 久   

北九州市条例第２９号 

北九州市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の 

一部を改正する条例 

北九州市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（平成４年北

九州市条例第２６号）の一部を次のように改正する。 

別表第１中 

 

木屋瀬東部地

区地区整備計

画区域 

北九州広域都市計画木屋瀬東部地区地区計画の区

域のうち、地区整備計画が定められた区域 

 

 

 
 

木屋瀬東部地

区地区整備計

画区域 

北九州広域都市計画木屋瀬東部地区地区計画の区

域のうち、地区整備計画が定められた区域 

 

 

 

 

 

金剛地区地区

整備計画区域 

北九州広域都市計画金剛地区地区計画の区域のう

ち、地区整備計画が定められた区域 

 

改める。 

別表第２の吉志北地区地区整備計画区域の項中「第５条第１７項」を「第５

条第１８項」に改め、同表の猿喰地区地区整備計画区域の項中「流通業務の総

合化及び効率化の促進に関する法律」を「物資の流通の効率化に関する法律」

に、「第２条第３号」を「第４条第３号」に改め、同表の泉台地区地区整備計

画区域の低層住宅地区の項、上葛原東地区地区整備計画区域の流通業務Ｂ地区

の項、曽根地区地区整備計画区域の医療・生活Ａ地区の項、曽根地区地区整備

計画区域の医療・生活Ｂ地区の項及び曽根地区地区整備計画区域の医療・生活

Ｃ地区の項中「第５条第１７項」を「第５条第１８項」に改め、同表の曽根地

区地区整備計画区域の新産業Ａ地区の項及び曽根地区地区整備計画区域の新産

業Ｂ地区の項中「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第４条第１

項」を「物資の流通の効率化に関する法律第６条第１項」に、「第２条第３号

」を「第４条第３号」に改め、同表の舞ケ丘地区地区整備計画区域の利便福祉

施設地区の項、吉田にれの木坂地区地区整備計画区域の住宅地区の項、乙丸地

「 

」 

」 

「 

を 

に 
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区地区整備計画区域の沿道地区の項、北九州学術研究都市南部地区地区整備計

画区域の教育施設・住宅地区の項、北九州学術研究都市南部地区地区整備計画

区域の研究・文化・利便施設地区の項、山路松尾町地区地区整備計画区域の低

層住宅Ａ地区の項、山路松尾町地区地区整備計画区域の低層住宅Ｂ地区の項及

び泉ケ浦二丁目地区地区整備計画区域の住宅地区の項中「第５条第１７項」を

「第５条第１８項」に改め、同表中 

 
 生活利

便施設

地区    

次に掲げる建築物以外のもの

（１） 店舗、飲食店その他

あこれらに類する用途に供す 

 るもの 

（２） 事務所         

（３） 原動機を使用する工

あ場で作業場の床面積の合計

あが５０平方メートル以下の

あもの           

（４） 集会所、公民館又は

あ幼稚園             

（５） 老人ホーム、保育所

あ、福祉ホームその他これら

あに類するもの           

（６） 老人福祉センター、

あ児童厚生施設その他これら

あに類するもの             

（７） 診療所又は病院     

（８） 巡査派出所、公衆電

あ話所その他これらに類する

あ公益上必要な建築物      

（９） 郵便局、消防署その

あ他これらに類する公益上必  

あ要な建築物           

（１０） 前各号の建築物に

あ付属するもの        

   ２００平方メ

ートル（集会

所若しくは公

民館又は巡査

派出所、公衆

電話所その他

これらに類す

る公益上必要

な建築物の敷

地を除く。）  

外壁等の面か

ら外壁等の後

退距離が定め

られている道

路境界線又は

隣地境界線ま

での距離    

１．０

メート

ル    

 建築物の各部分

から道路境界線

又は隣地境界線

までの水平距離

のうち最小のも

のに相当する距

離に１．２５を

乗じて得たもの

に１０メートル

を加えたもの。

ただし、１５メ

ートルを限度と

する。     

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 生活利

便施設

地区   

次に掲げる建築物以外のもの

（１） 店舗、飲食店その他

あこれらに類する用途に供す 

 るもの 

（２） 事務所        

（３） 原動機を使用する工

あ場で作業場の床面積の合計

あが５０平方メートル以下の

あもの            

（４） 集会所、公民館又は

あ幼稚園 

（５） 老人ホーム、保育所

あ、福祉ホームその他これら

あに類するもの        

（６） 老人福祉センター、

あ児童厚生施設その他これら

あに類するもの         

（７） 診療所又は病院      

（８） 巡査派出所、公衆電

あ話所その他これらに類する

あ公益上必要な建築物     

（９） 郵便局、消防署その

あ他これらに類する公益上必

あ要な建築物             

（１０） 前各号の建築物に 

あ付属するもの         

   ２００平方メ

ートル（集会

所若しくは公

民館又は巡査

派出所、公衆

電話所その他

これらに類す

る公益上必要

な建築物の敷

地を除く。）  

外壁等の面か

ら外壁等の後

退距離が定め

られている道

路境界線又は

隣地境界線ま

での距離   

１．０

メート

ル   

 建築物の各部分

から道路境界線

又は隣地境界線

までの水平距離

のうち最小のも

のに相当する距

離に１．２５を

乗じて得たもの

に１０メートル

を加えたもの。

ただし、１５メ

ートルを限度と

する。     

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金剛地 住宅地 次に掲げる建築物以外のもの    １８０平方メ  外壁等の面か １．０ （１） 外        

「 

「 

」 

を 
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区地区

整備計

画区域 

区   （１） 住宅         

（２） 住宅で令第１３０条

あの３各号に掲げる用途を兼

あねるもの          

（３） 共同住宅、寄宿舎又

あは下宿            

（４） 神社、寺院、教会そ

あの他これらに類するもの    

（５） 老人ホーム、保育所

、福祉ホームその他これら

に類するもの         

（６） 診療所        

（７） 巡査派出所、公衆電

あ話所その他これらに類する

あ公益上必要な建築物      

（８） 前各号の建築物に付

あ属するもの（令第１３０条

あの５各号に掲げるものを除

あく。）             

   ートル ら道路境界線

又は隣地境界

線までの距離 

メート

ル   

あ壁等の中

あ心線の長

あさの合計

あが３．０

あメートル

あ以下であ

あるもの  

（２） 物

あ置その他

あこれに類

あする用途

あに供し、

あ軒の高さ

あが２．３

あメートル

あ以下で、

あかつ、床

あ面積の合

あ計が５平

あ方メート

あル以内で

ああるもの    

（３） 自

あ動車車庫

あ（令第１

あ３６条の

あ９第１号

あに該当す

あるものに 

限る。）    

（４） 自

あ転車駐車

あ場        

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

物流産

業地区 

（１） 住宅          

（２） 住宅で事務所、店舗

あその他これらに類する用途

あを兼ねるもの        

（３） 共同住宅、寄宿舎又

あは下宿           

（４） 学校、図書館その他

あこれらに類するもの（認定

あこども園を除く。）     

（５） 学習塾、華道教室、

あ囲碁教室その他これらに類

あする施設          

（６） 神社、寺院、教会そ

あの他これらに類するもの（

あ納骨施設を含む。）      

（７） 保育所の用途に供す

あるものでその用途に供する

あ部分の床面積の合計が１，

あ５００平方メートルを超え

あるもの          

（８） 公衆浴場        

（９） 診療所        

（１０） 店舗、飲食店その

あ他これらに類するものでそ

あの用途に供する部分の床面

あ積の合計が１５０平方メー

あトルを超えるもの       

（１１） 病院       

（１２） 運動施設（体育館

あ又はスポーツの練習場を含

あむ。）           

（１３） ホテル又は旅館     

（１４） 自動車教習所        

（１５） マージャン屋、ぱ

あちんこ屋、射的場、勝馬投 

票券発売所、場外車券売場 

    外壁等の面か

ら道路境界線

又は隣地境界

線までの距離 

１．０

メート

ル   

（１） 外   

あ壁等の中

あ心線の長

あさの合計

あが３．０

あメートル

あ以下であ

あるもの  

（２） 物

あ置その他

あこれに類

あする用途

あに供し、

あ軒の高さ

あが２．３

あメートル

あ以下で、

あかつ、床

あ面積の合

あ計が５平

あ方メート

あル以内で

ああるもの    

（３） 自

あ動車車庫

あ（令第１

あ３６条の

あ９第１号

あに該当す

あるものに 

限る。）    

（４） 自

あ転車駐車 

あ場      

   
 

 

外壁等の面か

ら道路境界線 

２．０

メート 

 
 

に 
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  あその他これらに類するもの   

（１６） カラオケボックス

あその他これに類するもの       

（１７） 劇場、映画館、演

あ芸場若しくは観覧場又はナ

あイトクラブその他これに類

あするもの          

（１８） 遊技場       

（１９） キャバレー、料理

あ店その他これらに類するも

あの             

（２０） 博物館その他これ

あに類するもの          

（２１） 令第１９条第１項

あに規定する児童福祉施設等

あ（認定こども園及び保育所

あを除く。）          

（２２） 公会堂又は集会場  

（２３） 風営法第２条第６

あ項各号に掲げる店舗型性風

あ俗特殊営業の用に供する建

あ築物              

    までの距離（

地区施設の緩

衝緑地に面す

る部分に限る

。）       

ル       
 

生活・

業務関

連施設

地区  

（１） 大学、高等専門学校

あ、専修学校及び各種学校の

あ用途に供するものでその用

あ途に供する部分の床面積の

あ合計が１０，０００平方メ

あートルを超えるもの         

（２） 病院の用途に供する

あものでその用途に供する部

あ分の床面積の合計が１５，

あ０００平方メートルを超え

あるもの           

（３） 運動施設（体育館又

あはスポーツの練習場を含む

あ。）             

（４） ホテル又は旅館     

（５） 自動車教習所       

（６） 畜舎        

（７） 自動車修理工場      

（８） 自動車車庫（建築物

あに付属するものを除く。）       

    外壁等の面か

ら道路境界線

又は隣地境界

線までの距離 

１．０

メート

ル   

（１） 外   

あ壁等の中

あ心線の長

あさの合計

あが３．０

あメートル

あ以下であ

あるもの  

（２） 物

あ置その他

あこれに類

あする用途

あに供し、

あ軒の高さ

あが２．３

あメートル

あ以下で、

あかつ、床

あ面積の合

あ計が５平

あ方メート

あル以内で

ああるもの    

（３） 自

あ動車車庫

あ（令第１

あ３６条の

あ９第１号

あに該当す

あるものに 

限る。）    

（４） 自

あ転車駐車

あ場        

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改め、同表の幸神・岸の浦地区地区整備計画区域の住宅・利便施設地区の項中

「第５条第１７項」を「第５条第１８項」に改める。 

付 則 

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当

該各号に定める日から施行する。 

（１） 別表第２の吉志北地区地区整備計画区域の項、泉台地区地区整備計

」 
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画区域の低層住宅地区の項、上葛原東地区地区整備計画区域の流通業務Ｂ

地区の項、曽根地区地区整備計画区域の医療・生活Ａ地区の項、曽根地区

地区整備計画区域の医療・生活Ｂ地区の項、曽根地区地区整備計画区域の

医療・生活Ｃ地区の項、舞ケ丘地区地区整備計画区域の利便福祉施設地区

の項、吉田にれの木坂地区地区整備計画区域の住宅地区の項、乙丸地区地

区整備計画区域の沿道地区の項、北九州学術研究都市南部地区地区整備計

画区域の教育施設・住宅地区の項、北九州学術研究都市南部地区地区整備

計画区域の研究・文化・利便施設地区の項、山路松尾町地区地区整備計画

区域の低層住宅Ａ地区の項、山路松尾町地区地区整備計画区域の低層住宅

Ｂ地区の項、泉ケ浦二丁目地区地区整備計画区域の住宅地区の項及び幸神

・岸の浦地区地区整備計画区域の住宅・利便施設地区の項の改正規定 規

則で定める日 

（２） 別表第２の猿喰地区地区整備計画区域の項、曽根地区地区整備計画

区域の新産業Ａ地区の項及び曽根地区地区整備計画区域の新産業Ｂ地区の

項の改正規定 規則で定める日 
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北九州市火災予防条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

令和６年６月２４日 

                    北九州市長 武 内 和 久 

北九州市条例第３０号 

北九州市火災予防条例の一部を改正する条例 

 北九州市火災予防条例（昭和４８年北九州市条例第４９号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第４３条第１項第１号中「が、主要構造部」を「が、特定主要構造部（建築

基準法第２条第９号の２イに規定する特定主要構造部をいう。以下同じ。）」

に、「以上、主要構造部」を「以上、特定主要構造部」に改め、同項第２号中

「主要構造部」を「特定主要構造部」に改め、「若しくは」の次に「主要構造

部（建築基準法第２条第５号に規定する主要構造部をいう。）が」を加える。 

第４６条第１項第１号中「主要構造部」を「特定主要構造部」に改める。 

付 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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 北九州市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を

改正する条例をここに公布する。 
  令和６年６月２４日 

北九州市長 武 内 和 久 
北九州市条例第３１号 

北九州市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条

例の一部を改正する条例 
 北九州市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例（昭和３

８年北九州市条例第５７号）の一部を次のように改正する。 
 付則に次の１項を加える。 
 （令和６年７月１日から令和９年２月１９日までの間における議員報酬の特

例） 
４ 令和６年７月１日から令和９年２月１９日までの間に在職する議員の議員

報酬に係る第２条の規定の適用については、同条第１項の表中「１，０９０

，０００円」とあるのは「１，００２，８００円」と、「９８０，０００円

」とあるのは「９０１，６００円」と、「８８０，０００円」とあるのは「

８０９，６００円」とする。 
付 則 

この条例は、令和６年７月１日から施行する。 
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北九州市公告第４７４号 

 一般競争入札により、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例

を定める政令（平成７年政令第３７２号）第４条に規定する特定調達契約を締

結するので、北九州市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平

成７年北九州市規則第７８号）第５条第１項の規定により読み替えて適用する

北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」とい

う。）第４条第１項の規定により次のとおり公告する。 

  令和６年６月２４日 

                    北九州市長 武 内 和 久 

１ 調達内容 

 （１） 特定役務の名称及び数量 

   北九州市本庁舎都市ガス供給 一式 

 （２） 履行の内容等 仕様書で定めるとおり 

 （３） 履行期間 令和６年９月１日から令和７年９月１日まで 

 （４） 履行場所 北九州市小倉北区城内１番１号 

          北九州市役所本庁舎 

 （５） 入札方法 総価により行う。落札決定に当たっては、入札書に記載

された金額に当該金額の１００分の１０に相当する金額を加算した金額（

当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるもの

とする。）をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費

税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金

額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

２ 競争入札参加資格 

  次の各号のいずれにも該当する者であること。 

（１） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。 

 （２） 北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関す

る規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項の有資格業者名簿

（以下「有資格業者名簿」という。）に記載されていること。 

 （３） 北九州市から指名停止を受けている期間中でないこと。 

（４）  ガス事業法（昭和２９年法律第５１号）第３条の規定により、ガス

小売事業の登録を受けている者であること。 

３ 競争入札参加資格審査の申請 

この公告に係る一般競争入札に参加を希望する者で有資格業者名簿に記載

されていないものは、北九州市技術監理局契約部契約制度課（電話０９３－
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５８２－２５４５）に本入札に参加を希望する旨を伝えた上で、令和６年７

月１７日まで（日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法

律第１７８号）に規定する休日（以下「日曜日等」という。）を除く。）に

競争入札参加資格審査申請を行わなければならない。 

４ 入札手続等 

 （１） 契約条項を示す場所及び期間 

  ア 場所 北九州市小倉北区城内１番１号 

       北九州市総務市民局総務部総務課 

  イ 期間 この公告の日から令和６年８月５日まで（日曜日等を除く。）

の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後１時から午後４時３

０分まで並びに同月６日の午前９時から午前１１時３０分まで及び午後

１時から午後２時まで 

 （２） 入札説明書及び仕様書の交付方法 前号アの場所において無償で交

付する。 

 （３） 入札説明会 入札説明会は行わないものとする。 

 （４） 競争参加の申出書の提出 

  ア 持参による場合 この公告に係る一般競争入札に参加を希望する者は

、この公告の日から令和６年７月１７日まで（日曜日等を除く。）の毎

日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後１時から午後５時までに

競争参加の申出書を第１号アの場所に提出しなければならない。 

  イ 郵送による場合 第１号アの場所に書留郵便により、令和６年７月１

７日午後５時までに必着のこと。 

 （５） 郵送による場合の入札書の提出期限 第１号アの場所に書留郵便に

より、令和６年８月５日午後５時までに必着のこと。 

 （６） 入札及び開札の場所及び日時 

  ア 場所 北九州市小倉北区城内１番１号 

       北九州市役所本庁舎地下２階第２入札室 

  イ 日時 令和６年８月６日午後２時 

５ その他 

 （１） 契約手続において使用する言語及び通貨 

  ア 言語 日本語 

  イ 通貨 日本国通貨 

 （２） 入札保証金及び契約保証金 

   ア 入札保証金 入札価格の１００分の５以上。ただし、契約規則第５条

第７項各号のいずれかに該当する場合は、免除する。 
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  イ 契約保証金 契約金額の１００分の５以上。ただし、契約規則第２５

条第７項第１号又は第３号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

 （３） 入札の無効 

   次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

  ア この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札 

  イ 申請書等に虚偽の記載をした者がした入札 

  ウ 契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札 

 （４） 落札者の決定方法 契約規則第１３条第１項の規定により定められ

た予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者を落札者

とする。 

 （５） 契約書作成の要否 要 

（６） 契約書作成に要する費用は、全て落札者の負担とする。 

 （７） この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在

地等 

   北九州市総務市民局総務部総務課 

   〒８０３－８５０１ 北九州市小倉北区城内１番１号 

   電話 ０９３－５８２－２０１３ 

６  Summary 

  （１） The contract item up for tender: 

      Supply of Gas to Kitakyushu City Hall  

  （２） Deadline of Tender (by hand)  

      2:00p.m. August 6, 2024  

  （３） Deadline of Tender (by mail)  

      5:00p.m. August 5, 2024  

  （４） For further information, please contact:  

 General Affairs Division, General Affairs Department,  

      General and Civic Affairs Bureau, City of Kitakyushu  
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北九州市公告第４７５号 

 大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１項の規定によ

る大規模小売店舗の変更事項の届出があったので、同条第３項において準用す

る同法第５条第３項の規定により、次のとおり公告し、当該届出及び添付書類

を縦覧に供する。 

 なお、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺地域の生活環境の保持の

ため配慮すべき事項について意見を有する者は、意見書を北九州市長に提出す

ることができる。 

  令和６年６月２４日 

                    北九州市長 武 内 和 久 

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

イオンタウン黒崎 

  北九州市八幡西区西曲里町４番地１ほか 

２ 大規模小売店舗を設置する者 

  みずほ信託銀行株式会社 

東京都千代田区丸の内一丁目３番３号 

  代表取締役 笹田賢一 

３ 変更した事項 

 （１） 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人に

あっては代表者の氏名 

ア 変更前 

   みずほ信託銀行株式会社 

   東京都千代田区丸の内一丁目３番３号 

   代表取締役 梅田 圭 

イ 変更後 

   みずほ信託銀行株式会社 

   東京都千代田区丸の内一丁目３番３号 

   代表取締役 笹田賢一 

（２） 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並

びに法人にあっては代表者の氏名 

  ア 変更前 

イオン九州株式会社 

福岡市博多区博多駅前二丁目９番１１号 

代表取締役 柴田祐司 

他３８者 

22



  イ 変更後 

イオン九州株式会社 

福岡市博多区博多駅前二丁目９番１１号 

代表取締役 柴田祐司 

他３９者 

４ 変更の年月日 

令和６年４月１日 

５ 変更する理由 

  営業政策上の理由 

６ 届出年月日 

令和６年６月４日 

７ 縦覧場所 

  北九州市小倉北区城内１番１号 

  北九州市産業経済局地域経済振興部サービス産業政策課  

８ 縦覧期間 

  この公告の日から令和６年１０月２４日まで（日曜日、土曜日及び国民の

祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。）

の毎日午前８時３０分から午後５時まで 

９ 意見書の提出要領 

   次に掲げる事項を記載した文書を令和６年１０月２４日までに北九州市産

業経済局地域経済振興部サービス産業政策課に到着するように提出すること

。 

 （１） 氏名又は団体名及び団体にあっては、その代表者の氏名 

 （２） 住所又は所在地 

 （３） 連絡先電話番号 

 （４） 大規模小売店舗の名称及び所在地 

 （５） 意見 
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北九州市公告第４７６号 

 大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１項の規定によ

る大規模小売店舗の変更事項の届出があったので、同条第３項において準用す

る同法第５条第３項の規定により、次のとおり公告し、当該届出及び添付書類

を縦覧に供する。 

 なお、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺地域の生活環境の保持の

ため配慮すべき事項について意見を有する者は、意見書を北九州市長に提出す

ることができる。 

  令和６年６月２４日 

                    北九州市長 武 内 和 久 

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

ダイレックス下曽根店 

  北九州市小倉南区下曽根四丁目２０８０番１ほか 

２ 大規模小売店舗を設置する者 

  ダイレックス株式会社 

佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬９３０番地 

  代表取締役 五味 肇 

３ 変更した事項 

 （１） 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人に

あっては代表者の氏名 

ア 変更前 

    ダイレックス株式会社 

佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬９３０番地 

   代表取締役 多田高志 

イ 変更後 

    ダイレックス株式会社 

佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬９３０番地 

   代表取締役 五味 肇 

（２） 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並

びに法人にあっては代表者の氏名 

ア 変更前 

    ダイレックス株式会社 

佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬９３０番地 

   代表取締役 多田高志 

イ 変更後 
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    ダイレックス株式会社 

佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬９３０番地 

    代表取締役 五味 肇 

４ 変更の年月日 

令和６年３月１日 

５ 変更する理由 

  営業政策上の理由 

６ 届出年月日 

令和６年６月５日 

７ 縦覧場所 

  北九州市小倉北区城内１番１号 

  北九州市産業経済局地域経済振興部サービス産業政策課  

８ 縦覧期間 

  この公告の日から令和６年１０月２４日まで（日曜日、土曜日及び国民の

祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。）

の毎日午前８時３０分から午後５時まで 

９ 意見書の提出要領 

   次に掲げる事項を記載した文書を令和６年１０月２４日までに北九州市産

業経済局地域経済振興部サービス産業政策課に到着するように提出すること

。 

 （１） 氏名又は団体名及び団体にあっては、その代表者の氏名 

 （２） 住所又は所在地 

 （３） 連絡先電話番号 

 （４） 大規模小売店舗の名称及び所在地 

 （５） 意見 
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北九州市公告第４７７号 

 大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１項の規定によ

る大規模小売店舗の変更事項の届出があったので、同条第３項において準用す

る同法第５条第３項の規定により、次のとおり公告し、当該届出及び添付書類

を縦覧に供する。 

 なお、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺地域の生活環境の保持の

ため配慮すべき事項について意見を有する者は、意見書を北九州市長に提出す

ることができる。 

  令和６年６月２４日 

                    北九州市長 武 内 和 久 

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

ダイレックス黒崎店 

  北九州市八幡西区西王子町１番１ほか 

２ 大規模小売店舗を設置する者 

  ダイレックス株式会社 

佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬９３０番地 

  代表取締役 五味 肇 

３ 変更した事項 

 （１） 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人に

あっては代表者の氏名 

ア 変更前 

    ダイレックス株式会社 

佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬９３０番地 

   代表取締役 多田高志 

イ 変更後 

    ダイレックス株式会社 

佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬９３０番地 

   代表取締役 五味 肇 

（２） 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並

びに法人にあっては代表者の氏名 

ア 変更前 

    ダイレックス株式会社 

佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬９３０番地 

   代表取締役 多田高志 

イ 変更後 
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    ダイレックス株式会社 

佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬９３０番地 

    代表取締役 五味 肇 

４ 変更の年月日 

令和６年３月１日 

５ 変更する理由 

  営業政策上の理由 

６ 届出年月日 

令和６年６月５日 

７ 縦覧場所 

  北九州市小倉北区城内１番１号 

  北九州市産業経済局地域経済振興部サービス産業政策課  

８ 縦覧期間 

  この公告の日から令和６年１０月２４日まで（日曜日、土曜日及び国民の

祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。）

の毎日午前８時３０分から午後５時まで 

９ 意見書の提出要領 

   次に掲げる事項を記載した文書を令和６年１０月２４日までに北九州市産

業経済局地域経済振興部サービス産業政策課に到着するように提出すること

。 

 （１） 氏名又は団体名及び団体にあっては、その代表者の氏名 

 （２） 住所又は所在地 

 （３） 連絡先電話番号 

 （４） 大規模小売店舗の名称及び所在地 

 （５） 意見 
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北九州市公告第４７８号 

 大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１項の規定によ

る大規模小売店舗の変更事項の届出があったので、同条第３項において準用す

る同法第５条第３項の規定により、次のとおり公告し、当該届出及び添付書類

を縦覧に供する。 

 なお、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺地域の生活環境の保持の

ため配慮すべき事項について意見を有する者は、意見書を北九州市長に提出す

ることができる。 

  令和６年６月２４日 

                    北九州市長 武 内 和 久 

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

ダイレックス相生店 

  北九州市八幡西区相生町８番 

２ 大規模小売店舗を設置する者 

  アイコー興産有限会社 

北九州市八幡西区相生町１３番２１号 

  取締役 善明弘史 

３ 変更した事項 

（１） 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並

びに法人にあっては代表者の氏名 

ア 変更前 

    ダイレックス株式会社 

佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬９３０番地 

   代表取締役 多田高志 

イ 変更後 

    ダイレックス株式会社 

佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬９３０番地 

    代表取締役 五味 肇 

４ 変更の年月日 

令和６年３月１日 

５ 変更する理由 

  営業政策上の理由 

６ 届出年月日 

令和６年６月５日 

７ 縦覧場所 
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  北九州市小倉北区城内１番１号 

  北九州市産業経済局地域経済振興部サービス産業政策課  

８ 縦覧期間 

  この公告の日から令和６年１０月２４日まで（日曜日、土曜日及び国民の

祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。）

の毎日午前８時３０分から午後５時まで 

９ 意見書の提出要領 

   次に掲げる事項を記載した文書を令和６年１０月２４日までに北九州市産

業経済局地域経済振興部サービス産業政策課に到着するように提出すること

。 

 （１） 氏名又は団体名及び団体にあっては、その代表者の氏名 

 （２） 住所又は所在地 

 （３） 連絡先電話番号 

 （４） 大規模小売店舗の名称及び所在地 

 （５） 意見 
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北九州市公告第４７９号 

 大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１項の規定によ

る大規模小売店舗の変更事項の届出があったので、同条第３項において準用す

る同法第５条第３項の規定により、次のとおり公告し、当該届出及び添付書類

を縦覧に供する。 

 なお、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺地域の生活環境の保持の

ため配慮すべき事項について意見を有する者は、意見書を北九州市長に提出す

ることができる。 

  令和６年６月２４日 

                    北九州市長 武 内 和 久 

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

ダイレックス本城店 

  北九州市八幡西区御開二丁目３５０１番１ほか 

２ 大規模小売店舗を設置する者 

  ダイレックス株式会社 

佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬９３０番地 

  代表取締役 五味 肇 

３ 変更した事項 

 （１） 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人に

あっては代表者の氏名 

ア 変更前 

    ダイレックス株式会社 

佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬９３０番地 

   代表取締役 多田高志 

イ 変更後 

    ダイレックス株式会社 

佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬９３０番地 

   代表取締役 五味 肇 

（２） 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並

びに法人にあっては代表者の氏名 

ア 変更前 

    ダイレックス株式会社 

佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬９３０番地 

   代表取締役 多田高志 

イ 変更後 
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    ダイレックス株式会社 

佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬９３０番地 

    代表取締役 五味 肇 

４ 変更の年月日 

令和６年３月１日 

５ 変更する理由 

  営業政策上の理由 

６ 届出年月日 

令和６年６月５日 

７ 縦覧場所 

  北九州市小倉北区城内１番１号 

  北九州市産業経済局地域経済振興部サービス産業政策課  

８ 縦覧期間 

  この公告の日から令和６年１０月２４日まで（日曜日、土曜日及び国民の

祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。）

の毎日午前８時３０分から午後５時まで 

９ 意見書の提出要領 

   次に掲げる事項を記載した文書を令和６年１０月２４日までに北九州市産

業経済局地域経済振興部サービス産業政策課に到着するように提出すること

。 

 （１） 氏名又は団体名及び団体にあっては、その代表者の氏名 

 （２） 住所又は所在地 

 （３） 連絡先電話番号 

 （４） 大規模小売店舗の名称及び所在地 

 （５） 意見 
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北九州市公告第４８０号 

 大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１項の規定によ

る大規模小売店舗の変更事項の届出があったので、同条第３項において準用す

る同法第５条第３項の規定により、次のとおり公告し、当該届出及び添付書類

を縦覧に供する。 

 なお、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺地域の生活環境の保持の

ため配慮すべき事項について意見を有する者は、意見書を北九州市長に提出す

ることができる。 

  令和６年６月２４日 

                    北九州市長 武 内 和 久 

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

ダイレックス門司大里店 

  北九州市門司区不老町一丁目１番１２ほか 

２ 大規模小売店舗を設置する者 

  ダイレックス株式会社 

佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬９３０番地 

  代表取締役 五味 肇 

３ 変更した事項 

 （１） 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人に

あっては代表者の氏名 

ア 変更前 

    ダイレックス株式会社 

佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬９３０番地 

   代表取締役 多田高志 

イ 変更後 

    ダイレックス株式会社 

佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬９３０番地 

   代表取締役 五味 肇 

（２） 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並

びに法人にあっては代表者の氏名 

ア 変更前 

    ダイレックス株式会社 

佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬９３０番地 

   代表取締役 多田高志 

イ 変更後 
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    ダイレックス株式会社 

佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬９３０番地 

    代表取締役 五味 肇 

４ 変更の年月日 

令和６年３月１日 

５ 変更する理由 

  営業政策上の理由 

６ 届出年月日 

令和６年６月５日 

７ 縦覧場所 

  北九州市小倉北区城内１番１号 

  北九州市産業経済局地域経済振興部サービス産業政策課  

８ 縦覧期間 

  この公告の日から令和６年１０月２４日まで（日曜日、土曜日及び国民の

祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。）

の毎日午前８時３０分から午後５時まで 

９ 意見書の提出要領 

   次に掲げる事項を記載した文書を令和６年１０月２４日までに北九州市産

業経済局地域経済振興部サービス産業政策課に到着するように提出すること

。 

 （１） 氏名又は団体名及び団体にあっては、その代表者の氏名 

 （２） 住所又は所在地 

 （３） 連絡先電話番号 

 （４） 大規模小売店舗の名称及び所在地 

 （５） 意見 
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